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多彩な業界に対応
　代表の今津研太郎氏は、学生時代から企業の相談を
受けて勤怠管理などの業務システムを構築していました。
自らを「研究太郎」と称するほど研究開発に強い思いが
あり、同社は社会ニーズに沿った先端技術を展開する
「技術研究型企業」です。開発形態は独自、顧客との
共同などさまざま。ユーザーの業界も自動車などの製造
業や土木建設工事、通信、放送、流通サービスなど多
彩になっています。企業の課題を解決するコンサルタント
として顧客の現場に入り、実証実験を含め解決策は多種
多様です。

AIで違いを見つける
　情報を管理して企業ごとに開発する案件が多いですが
PRしている技術もあります。その一つが情報基盤技術
「XCOA（クロスコア）」です。複数のコンピューターを
組み合わせる技術で、ブロックチェーンを応用して安全

性が高く、計
算処理や通
信の負荷を分
散できます。
また、図面比
較システム
「M I I D E L
（ミーデル）」
は書類や図

面、写真など
二つのデータ
から違いを抽
出します。修
正や変更をAI
で素早く見つ
け、変更点の
見逃しを防止
します。

400社以上が採用
　福岡県中小
企業振興セン
ターを知った
のは知人の紹
介です。セン
ターからは展
示商談会への
参加で支援を
受けました。

2019年２月のカーエレクトロニクス展示商談会と、同年
６月のふくおか産業技術総合展です。ミーデルの機能を
分かりやすく紹介するために掲示した、２枚の絵の違い探
しは注目され、多くのメーカーの技術者と情報交換がで
きました。現在は製造業・建設業など400社以上に採用
されています。

Hello,Company!

No.19

No.19

　子どもの頃から、人の命を救いたいという思いがありました。ミーデルの開発もＸ線画像から異
常を見つけたいという動機から開発を始めました。クロスコアは、熊本大学や名古屋大学の医学部
付属病院で診断支援システムの開発に使われています。売れる物を作ろうとは思いません。他社で
も作れるものより、自分たちでしか作れない〝とがったもの〟を出していきたい。自分自身としては
数学や生物学を勉強して、今後の研究開発に生かしたいと考えています。

D A T A 企 業 概 要 経 営 者 の 声M E S S A G E

株式会社TRIART

　TRIART（トライアート）は、IT分野のコンサルティングと
ソリューション開発を柱に、ユーザーの要望に合わせた技術
を提案・開発・提供しています。主事業はブロックチェーン
（分散型台帳）、ピア・ツー・ピア（P2P）、感性情報処理、
人工知能（AI）といった先端技術を応用した研究・開発です。
社会の変化が速くなり、企業が求める技術も変わり続けま
す。その中でも同社の技術は大手企業を含め、ユーザーの採
用が広がっています。

ふくおか の
元気な企業を訪ねて。
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打合せは綿密に
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企 業 名
代 表 者
所 在 地
T E L
E - m a i l
U R L

株式会社 T R I A R T
今津研太郎
飯塚市川津６８０の４１ＣＩＲＤ
０９４８－８０－１０８１
w a t a n a b e . a y a n o @ t r i a r t . c o . j p（広報担当　渡邊）
h t t p s : / / t r i a r t . c o . j p

今津 研太郎　社長

企業との共同開発も多い

技術、研究、表現を
組み合わせて

ミーデルは画像のわずかな違いを見逃さない

展示会で技術をPR

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680
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地元食材を使った懐かしいポン菓子を、味わってほしい

黒田 敏文 事業部部長

お米がポンポンと膨らむ音が人気

目を引く自家製ドライフルーツなどを添え
た味のバリエーションは６種類

販路拡大を目指し商品パッケージの工夫も

園児に人気の菓子を外販しよう
　もともと学園に
ポン菓子製造機
があり、保育園や
フルーツランドの
収穫祭などで商品
を配っていまし
た。保育園のイベ
ントではお米がポ
ンポンと膨らむ音
や味が園児に人気で、それなら商品化しようと2015年か
ら本格的に開発を始めたのです。
　入所者が丹精込めて作ったお米を使うのですが、栽培
するフルーツを添えたら見栄えもよくなりますし、販路拡
大を通じて６次産業化にもつながると考えました。

自家製ドライフルーツを添加
　フルーツランドで
は、四季を通じてさ
まざまな果物が収
穫されます。このう
ち乾燥に適したイチ
ゴとミカンをドライ
フルーツにして添え
るとともに、粉末に
してまぶしました。

今が旬のブドウやサツマイモも試しましたが、見た目、味
ともに不向きでした。そのため地域特産のユズのほか、
県産抹茶や黒糖、プレーンの６種類の味を用意しまし
た。
　最初デザインは車のドリンクホルダーに入るようカップ
型を採用したのですが、最近はより売りやすいように袋詰
めも発売したところです。

地道に商品改良進める
　（公財）福岡県
中小企業振興セ
ンターの６次産業
化プランナーの支
援を得て、2017
年から各種セミ
ナーや商談会に
参加しています。
過去にも菓子や野
菜を細 と々売ってはいましたが、本格的に加工食品を開
発・販売するのは初めてで、助けていただいています。
昨年には豊前市から補助金をいただいて乾燥機を購入、
果実の乾燥も始めました。
　商品開発は道半ばです。味のバリエーションを増やし
たり、スプーンを付属したりと改良を重ねています。販売
は道の駅が中心ですが、今後は市外や県外に販路を拡大
します。

Hello,Company!
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　本学園のモットーは「いつも笑顔ではげめ、がんばれ、まっしぐら」です。ポン菓子製造は就職
を目指す入所者の就労移行支援事業として、今は４人程度で作業を行っていますが、注文が増えれ
ば10人くらいに拡大したいと考えています。子どもが大好きな昔ながらの菓子を多くの人に喜んでも
らおうと始めましたが、おかげさまで複数個を詰めた袋詰め製品が人気になっています。まだまだこ
れからですが、取り組みが本学園の活動に目を向けてもらえるきっかけになればうれしいですね。

D A T A 企 業 概 要 M E S S A G E

社会福祉法人周防学園

　社会福祉法人周防学園は周防灘を見下ろす豊前市の小高
い丘の上にあります。身体や精神に障がいのある15歳以上を
対象にした授産施設で、1972年（昭47）から入所者を受け
入れ、就労や地域貢献活動を通じて自立を促しています。こ
のたび学園に隣接する観光農場「ぶぜんフルーツランド」で
収穫した果樹を使った新製品「おやつｄｅポン菓子」を本格
的に販売することになりました。地域のおいしい食材を使った
懐かしいポン菓子を、ぜひ皆さんに味わってほしいです。

ふくおか の
元気な企業を訪ねて。
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自家産の米と果実で
市場を〝ポン〟と開く

企 業 名
代 表 者
所 在 地
T E L
F A X
E - m a i l
U R L
従業員数

社会福祉法人周防学園
秋吉　信人
福岡県豊前市大字川内３７３９の１６
０９７９－８２－４６１９
０９７９－８２－３５２５
ｓｕｏｕｇａｋｕｅｎ＠ｇｌｏｂｅ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ
ｈｔｔｐ：//ｓｕｏｕｇａｋｕｅｎ．ｏｒ．ｊｐ
１１０人

〈お問い合わせ〉　ふくおか６次産業化・農商工連携サポートセンター　TEL：092-622-7575
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実用新案と特許の比較
実用新案と特許の主な相違点を次の表にまとめてみました。
（実用新案の権利行使は、慎重に進める必要があります）

実用新案登録された身近な商品

知的財産支援センター 知的財産支援センター

　知的財産支援センターでは、中小企業の皆様や創業を計画している皆様から特許や商標などの知的財
産に関するいろいろなご相談・質問をいただきます。そこでここでは「いまさら聞けない知的財産基本の
キホン」として特許・実用新案・意匠・商標など知的財産権の基礎的知識について紹介します。

第５回目は「実用新案制度」です。
　今回はヒット商品の基になった実用新案を紹介します。

実用新案とは？
　特許制度は技術的に高度な発明を保護の対象としていますが、日用品や玩具のような分野では、ちょっとした工夫
を加えただけでヒット商品になるようなものがあります。このような必ずしも技術的に高度ではない小発明ともいうべ
き「考案」を保護するために設けられているのが実用新案制度です。

実用新案の保護対象は？
　実用新案法では、保護の対象を「物品の形状、構造又は組合せによる考案」に限定しています。このため特許法
では保護される「方法」や「材料」のようなものは実用新案の保護対象とはなりません。
　ではどんなものが実用新案の保護対象となるのでしょう。
①物品の形状に係る考案
「形状」とは、外部から観察できる物品の形状をいい、例えば、断面が六角形の鉛筆や紡錘形状の歯形を有す
る歯車のようなものがこれにあたります。
②物品の構造に係る考案
「構造」とは、物品の機械的構造を意味し、化合物の結晶構造のようなものは含みません。
　例えば火消し用のポットを備えた灰皿などがこれにあたります。

③物品の組合せに係る考案
「組合せ」とは、単独の物品を組み合わせて使用価値を生み
出したもので、例えばラジカセやくぎ抜きハンマーのようなも
のがこれにあたります。

実用新案は方式審査、基礎的要件の審査の
みで登録
　特許制度では、先行技術調査を行い、発明の新規性および進
歩性や明細書の記載不備など特許要件について厳格に審査して
から特許を付与する審査主義を採用し、権利の安定性を追求し
ています。
　これに対して、実用新案制度では、早期登録の観点から方式
審査、基礎的要件の審査のみを行い、新規性、進歩性に関する
審査は行わない無審査主義を採用しています。
　方式審査のみで登録されていますから、権利を行使するとき
は、実用新案技術評価書を添付しなければなりません。
　実用新案技術評価書では、特許の実体審査に相当する新規
性、進歩性などについて評価結果が通知されます。

いまさら聞けない知的財産 基本のキホン（No.５）

Bu s i n e s s  S uppo r t  F ukuoka Bu s i n e s s  S uppo r t  F ukuoka

〈お問い合わせ〉　知的財産支援センター　TEL：092-622-0035

実用新案の出願から登録までの流れ

出願

登録

方式審査のみ

出願と同時に３年分の
登録料納付

保 護 対 象

実 体 審 査
権 利 存 続 期 間
出 願 時 費 用

登 録 時 費 用

そ の 他 の 費 用

権利登録に必要な時間

権 利 行 使

無効な権利を行使・警告
した場合

シャチハタ工業の『スタンパー』実案第1120473号（実公昭 50ー 024814）
皆さんの身の回りに数個はあるシャチハタ印の実用新案です。

ハシ・コーポレーションの『コインカウンタ』実案第1966971号（実公平 04ー 031645）
コンビニエンス・ストアの元店長さんが、小銭（硬貨）の計算に苦労した体験から生まれた実用新案です。

王子ティッシュの『ティッシュペーパ用箱』実案第18340033号（実公平 02ー 001272）
㈱ネピアの前身である王子ティッシュ販売㈱の実用新案です。使用後に円弧状のミシン目に指を突っ込み、箱を
広げて、スムーズに畳めるようにしたものです。

花王の『クイックルワイパー』実案第2055025号（実公平 06ー 21421）
テレビで宣伝されている清掃用具。お年寄りや子供でも簡単に使える構造が消費者に受け入れられ、大ヒット
商品になりました。
出典：日本弁理士会：https://www.jpaa.or.jp/webbook/hit30/html5.html#page=5

特　　許 実 用 新 案

発明
技術的思想の創作のうち高度なもの。物
の発明、方法の発明、物を生産する方法
の発明

考案
物品の形状、構造又は組み合わせに係わ
る考案。
方法は不可

特許料（３年分一括納入）
（2,100円＋200円ｘ請求項数）ｘ3年分

出願手数料14,000円
出願時に３年分登録料を納付
（2,100円＋100円ｘ請求項数）ｘ３年分

実用新案技術評価の請求手数料
42,000円＋1,000円ｘ請求項数

約半年

出願審査請求手数料
138,000円＋4,000円ｘ請求項数

（平成31年４月１日以降出願分）
118,000円＋4,000円ｘ請求項数

（平成31年３月31日以前出願分）
最短：出願、早期審査で６～10ヶ月
最長：審査請求期間３年、
ファーストアクション24月
出願公開の書面を提示した以降の実施に
対して、補償金請求権を有する。補償金請
求権の行使は、特許登録後です。

実用新案技術評価書を提示して警告した
後でなければ権利行使ができない。（実用
新案法第29条の２）

権利行使・警告した後で、実用新案登録無
効審判によりその実用新案権が無効になっ
た場合、その権利行使・警告によって相手
方に与えた損害を賠償する責任を原則とし
て負わなければならない。（実用新案法第
29条の３）

有り
出願日から20年
出願手数料　14,000円

なし
出願日から10年
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株式会社ビスネット
代表取締役
久留 百合子

10月から消費税がアップ。3％→5％→8％そ
して今回10％に。これまでの2％アップか、3％
アップかというより、価格に1割の消費税を加え
た値段を払うというのは、少し重く感じる方も多
いのではないでしょうか。
勿論、軽減税率やポイント還元など、消費が
落ち込まないように考えられてはいますが、今
回は10月からのアップに思ったよりも駆け込み
需要が起こらなかったように感じました。
家や車など高額商品は9月までに買おうとい

う動きは見られましたが、その他の日用品や衣
類の駆け込み需要は思ったほどではなく、私は
消費者が相対的に物を買わなくなってきている
のではないかと見ています。
本来商取引というものは、需要と供給のバラ

ンスで価格が決まっていたのですが、ブランドと
いう価値や広告宣伝費やその他の付加価値な

どが上乗せされた価格も登場してきました。
かたや生産の人件費を安くあげたり（海外で
生産するなど）、ＡＩを利用することによってコス
トを下げ、低価格商品が広がってきました。
価格競争でしのぎを削り、疲弊して立ち行か

なくなった企業も出てきています。
消費者にとって、同じ商品であれば安い方が

いいのは分かりますが、消費者が物を買うまで
には当然ながら生産から物流、店舗設営、人件
費などなどそれ相応のコストがかかっています。
「フェアトレード」という言葉を聞かれたこと
があるでしょうか。適正な労働環境や開発途上
国の環境なども守った取引のことを言います。
劣悪な環境で不当に安い賃金で物を作り、それ
を消費者が安いからと言って買うことをやめま
しょう、という運動が始まっています。
今回の消費税増税で、勿論無駄な物は買う
必要はありませんが、極端に財布を締めるので
はなく、消費税が有効に使われているかどうか
を注視しながら、適正に消費をし、お金を回して
いくことが経済の活性化になるのではないで
しょうか。

価格と消費

株式会社ヒロインコンサルティング
代表取締役／中小企業診断士
吉武 知美

すでに法改正に伴う有給休暇取得推進や時
間外労働の削減を行っている企業の現場から
は時折、「会社としての方針は理解できるけれど
も、現場としては残業せざるを得ないし有休も
取れる状況にない。目の前に業務が残っている
のに…」という声が聞こえてきます。これまでの
業務を同じようにやって時間だけ制限されれ
ば、当然これまで通りの成果はあげられず結果
的に業務が回らなくなってしまいます。単に業
務を調整し、休める日に休んでもらうというやり
方では限界があるのです。そこで、業務効率化
の具体的な取り組みとしてまずご紹介したいの
は、業務の「排・結・交・簡」探しです。

業務改善の最初のステップは、今やっている
業務を一度すべて洗い出すことです。その上で、
『排』…排除できないか(その業務は本当に必要
か)、『結』…結合できないか(バラバラに行って
いることで非効率になっている業務があればま
とめてできないか)、『交』…交換できないか(順
番を入れ替えた方がスムーズに進む業務はな
いか)、『簡』…簡単にできないか(複雑な手順を
踏んでいる業務があるなら手間を省きシンプル
にできないか)という4つの視点で見ていきます。
日頃行っている業務について必要かどうかを改
めて検討し、不要なものは廃止。必要なものに
ついては簡素化、平準化、自動化を行う。自身が
行っている業務を細かく思い返したり見える化
する機会というのは意外とないものです。しか
し、日常的に遂行している業務の必要性や意義
を確認すると、そこには沢山の業務効率化のヒ
ントが隠されています。

働き方改革でつくる
新時代の企業価値 ②

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

No .
209

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

進出の経緯
進出した2010年前後は、中国が「世界の工場」と

して世界からも注目され、多くの企業が中国へ進出し
た時期である。当時、本社もグローバル展開を強く推
し進めていた時期でもあり、経済成長を続ける中国
市場に進出することでグローバル展開を加速させて
いこうという考えの基、進出を決めた。
しかし、広大な中国において新しく市場を形成して
いくという事は簡単な事ではなく、非常に苦労をした
とのこと。
当初、投入した製品「クローラ式運搬車（収穫した
作物や肥料、土砂や木材等重量のあるものを運搬す
る機械）」は、従来中国市場に存在しない商品だった
ため、農業機械展示会などを通じ、製品そのものを広
く認知してもらう事から始めた。しかし、客からは「便
利だけど高すぎるから買えない」「補助金が付かない
（から高い）」「安ければ買っても良い」といった声が多
く聞かれた。

　こういった声に対
し、同社内でも「安い
ものありきの≪もの
づくり≫ではキャニ
コムらしさを出せな
い」「いずれ模倣品
が出現した時に価
格競争に巻き込ま
れ、撤退を余儀なく

される」「何をもって高いと言われるのかという納得で
きない」といった中国での展開を疑問視するような意
見も出ていた。
一方、当時の中国は、50㎏を超える収穫物を人力

で運んでいる現実もあった。特に山間部では整備さ
れた道が無い事も多く、農家にとって運搬作業は過
酷で危険が伴う作業になる。
そこで同社は「製品そのものを売る」ことから「農家

の方々が安全に効率よく作業が出来る仕組みを作
る」ことへ方針転換した。
まずは農場内での運搬作業にとって安全な環境を
整えるべく、道を整備することから始めた。
どの場所にどういった程度（道幅、傾斜角）の道を
整備することが農家にとってより安全で効率的な運
搬作業に繋がるか、後々必要となるであろう農業用
機械の使用も想定し、地元政府や農家の方 と々話し
合いを進めながら、地元の協力を経て道を整備して
いった。
その結果、同社の運搬車を使用することで安全で

かつ効率的な運搬作業に繋がることへの理解を得ら
れ、製品の価格を下げることなく販売することに成功
した。

次に行なったの
が、「現地のための
ものづくり」であ
る。キャニコムは世
界各地で顧客の
の「ぼやき」＝「困り
ごと」を拾い、その
顧客のための「も
のづくり」を進めている。
一顧客の満足度を高めるべく開発を進めていけ

ば、現地には同様な悩みを抱える方が多く、結果とし
て現地に合った製品が造り上げられる事になるとの
こと。
また、そこで「ぼやき」をつぶやいたお客様は、自身
のぼやきが製品に反映されることで製品に対する想
いを深めるようで、後に会社にとって大きな支援者に
なってくれるそうだ。
中国でも開発担当者と営業担当者がペアとなり現
地に赴き、現地の「ぼやき」を既存の製品に反映させ
ていくことを行っている。

今後の展望
同社の今後につい

て代表の包行氏は「日
本で培った『すべては
お客様のために』の精
神で、『お客様に喜ば
れるものづくり』が出来
れば、国や業種は関係
なく事業は拡げていけ

ると考えている。共に働く仲間たちとこの理念を共有
し、商売を広げていく事で中国に貢献していきたい。」
と力強く話す。
中国という世界最大級の市場での更なる飛躍を目
指し、商品ラインナップの充実を図っていき、新しい市
場の取込みにも積極的にチャレンジしていくとのこと。
徹底した顧客視線で製品を開発・改良し続け、現

地からの信頼を獲得し成長し続ける同社の今後の
取り組みに注目していきたい。

筑水农机（常州）有限公司
　筑水农机（常州）有限公司は、福岡県うきは市に本社がある「キャニコム（株式会社筑水
キャニコム）」の中国子会社である。2010年12月に江蘇省常州市にて開業し、主に農業用
運搬車・噴霧機、草刈機の製造と販売を行っている。現在は運搬機を中心に活動を広げ、同
機械は主に果樹園や山間地で使用されている。

店舗名：筑水农机（常州）有限公司

責任者：包行　良光
店舗所在地：江苏省常州市武进经济开发区兰香路9号

TEL：（+86）519-8918-0222
Email：k_iwashita@canycom.co. jp
URL：http://www.canycom.cn/
従業員数：30名
事業内容：産業機械の製造及び販売

機器についての協議の様子

工場内の様子

オフィスの様子

上海事務所
所長

山下 一輝
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株式会社ビスネット
代表取締役
久留 百合子

10月から消費税がアップ。3％→5％→8％そ
して今回10％に。これまでの2％アップか、3％
アップかというより、価格に1割の消費税を加え
た値段を払うというのは、少し重く感じる方も多
いのではないでしょうか。
勿論、軽減税率やポイント還元など、消費が

落ち込まないように考えられてはいますが、今
回は10月からのアップに思ったよりも駆け込み
需要が起こらなかったように感じました。
家や車など高額商品は9月までに買おうとい

う動きは見られましたが、その他の日用品や衣
類の駆け込み需要は思ったほどではなく、私は
消費者が相対的に物を買わなくなってきている
のではないかと見ています。
本来商取引というものは、需要と供給のバラ

ンスで価格が決まっていたのですが、ブランドと
いう価値や広告宣伝費やその他の付加価値な

どが上乗せされた価格も登場してきました。
かたや生産の人件費を安くあげたり（海外で
生産するなど）、ＡＩを利用することによってコス
トを下げ、低価格商品が広がってきました。
価格競争でしのぎを削り、疲弊して立ち行か

なくなった企業も出てきています。
消費者にとって、同じ商品であれば安い方が

いいのは分かりますが、消費者が物を買うまで
には当然ながら生産から物流、店舗設営、人件
費などなどそれ相応のコストがかかっています。
「フェアトレード」という言葉を聞かれたこと
があるでしょうか。適正な労働環境や開発途上
国の環境なども守った取引のことを言います。
劣悪な環境で不当に安い賃金で物を作り、それ
を消費者が安いからと言って買うことをやめま
しょう、という運動が始まっています。
今回の消費税増税で、勿論無駄な物は買う
必要はありませんが、極端に財布を締めるので
はなく、消費税が有効に使われているかどうか
を注視しながら、適正に消費をし、お金を回して
いくことが経済の活性化になるのではないで
しょうか。

価格と消費

株式会社ヒロインコンサルティング
代表取締役／中小企業診断士
吉武 知美

すでに法改正に伴う有給休暇取得推進や時
間外労働の削減を行っている企業の現場から
は時折、「会社としての方針は理解できるけれど
も、現場としては残業せざるを得ないし有休も
取れる状況にない。目の前に業務が残っている
のに…」という声が聞こえてきます。これまでの
業務を同じようにやって時間だけ制限されれ
ば、当然これまで通りの成果はあげられず結果
的に業務が回らなくなってしまいます。単に業
務を調整し、休める日に休んでもらうというやり
方では限界があるのです。そこで、業務効率化
の具体的な取り組みとしてまずご紹介したいの
は、業務の「排・結・交・簡」探しです。

業務改善の最初のステップは、今やっている
業務を一度すべて洗い出すことです。その上で、
『排』…排除できないか(その業務は本当に必要
か)、『結』…結合できないか(バラバラに行って
いることで非効率になっている業務があればま
とめてできないか)、『交』…交換できないか(順
番を入れ替えた方がスムーズに進む業務はな
いか)、『簡』…簡単にできないか(複雑な手順を
踏んでいる業務があるなら手間を省きシンプル
にできないか)という4つの視点で見ていきます。
日頃行っている業務について必要かどうかを改
めて検討し、不要なものは廃止。必要なものに
ついては簡素化、平準化、自動化を行う。自身が
行っている業務を細かく思い返したり見える化
する機会というのは意外とないものです。しか
し、日常的に遂行している業務の必要性や意義
を確認すると、そこには沢山の業務効率化のヒ
ントが隠されています。

働き方改革でつくる
新時代の企業価値 ②

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

No .
209

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

進出の経緯
進出した2010年前後は、中国が「世界の工場」と

して世界からも注目され、多くの企業が中国へ進出し
た時期である。当時、本社もグローバル展開を強く推
し進めていた時期でもあり、経済成長を続ける中国
市場に進出することでグローバル展開を加速させて
いこうという考えの基、進出を決めた。
しかし、広大な中国において新しく市場を形成して
いくという事は簡単な事ではなく、非常に苦労をした
とのこと。
当初、投入した製品「クローラ式運搬車（収穫した
作物や肥料、土砂や木材等重量のあるものを運搬す
る機械）」は、従来中国市場に存在しない商品だった
ため、農業機械展示会などを通じ、製品そのものを広
く認知してもらう事から始めた。しかし、客からは「便
利だけど高すぎるから買えない」「補助金が付かない
（から高い）」「安ければ買っても良い」といった声が多
く聞かれた。

　こういった声に対
し、同社内でも「安い
ものありきの≪もの
づくり≫ではキャニ
コムらしさを出せな
い」「いずれ模倣品
が出現した時に価
格競争に巻き込ま
れ、撤退を余儀なく

される」「何をもって高いと言われるのかという納得で
きない」といった中国での展開を疑問視するような意
見も出ていた。
一方、当時の中国は、50㎏を超える収穫物を人力

で運んでいる現実もあった。特に山間部では整備さ
れた道が無い事も多く、農家にとって運搬作業は過
酷で危険が伴う作業になる。
そこで同社は「製品そのものを売る」ことから「農家

の方々が安全に効率よく作業が出来る仕組みを作
る」ことへ方針転換した。
まずは農場内での運搬作業にとって安全な環境を
整えるべく、道を整備することから始めた。
どの場所にどういった程度（道幅、傾斜角）の道を
整備することが農家にとってより安全で効率的な運
搬作業に繋がるか、後々必要となるであろう農業用
機械の使用も想定し、地元政府や農家の方 と々話し
合いを進めながら、地元の協力を経て道を整備して
いった。
その結果、同社の運搬車を使用することで安全で

かつ効率的な運搬作業に繋がることへの理解を得ら
れ、製品の価格を下げることなく販売することに成功
した。

次に行なったの
が、「現地のための
ものづくり」であ
る。キャニコムは世
界各地で顧客の
の「ぼやき」＝「困り
ごと」を拾い、その
顧客のための「も
のづくり」を進めている。
一顧客の満足度を高めるべく開発を進めていけ

ば、現地には同様な悩みを抱える方が多く、結果とし
て現地に合った製品が造り上げられる事になるとの
こと。
また、そこで「ぼやき」をつぶやいたお客様は、自身
のぼやきが製品に反映されることで製品に対する想
いを深めるようで、後に会社にとって大きな支援者に
なってくれるそうだ。
中国でも開発担当者と営業担当者がペアとなり現
地に赴き、現地の「ぼやき」を既存の製品に反映させ
ていくことを行っている。

今後の展望
同社の今後につい

て代表の包行氏は「日
本で培った『すべては
お客様のために』の精
神で、『お客様に喜ば
れるものづくり』が出来
れば、国や業種は関係
なく事業は拡げていけ

ると考えている。共に働く仲間たちとこの理念を共有
し、商売を広げていく事で中国に貢献していきたい。」
と力強く話す。
中国という世界最大級の市場での更なる飛躍を目
指し、商品ラインナップの充実を図っていき、新しい市
場の取込みにも積極的にチャレンジしていくとのこと。
徹底した顧客視線で製品を開発・改良し続け、現

地からの信頼を獲得し成長し続ける同社の今後の
取り組みに注目していきたい。

筑水农机（常州）有限公司
　筑水农机（常州）有限公司は、福岡県うきは市に本社がある「キャニコム（株式会社筑水
キャニコム）」の中国子会社である。2010年12月に江蘇省常州市にて開業し、主に農業用
運搬車・噴霧機、草刈機の製造と販売を行っている。現在は運搬機を中心に活動を広げ、同
機械は主に果樹園や山間地で使用されている。

店舗名：筑水农机（常州）有限公司

責任者：包行　良光
店舗所在地：江苏省常州市武进经济开发区兰香路9号

TEL：（+86）519-8918-0222
Email：k_iwashita@canycom.co. jp
URL：http://www.canycom.cn/
従業員数：30名
事業内容：産業機械の製造及び販売

機器についての協議の様子

工場内の様子

オフィスの様子

上海事務所
所長

山下 一輝

08 Business Support Fukuoka  2019.10  　09



内閣府からのお知らせF rom 
Cabinet 
Office 

国税庁からのお知らせF rom 
National 
Tax Agency 

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

高年齢者雇用管理に関する措置（※1）とは
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等、(b)作業施
設・方法の改善、(c)健康管理、安全衛生の配慮、(d)職域の拡大、
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進 (f) 賃金体系の見直し、
(g)勤務時間制度の弾力化のいずれか

生産性要件（※2）とは、『助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産
性」が、その3年度前に比べて6％以上伸びていること（生産性要件の算定対象と
なった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないこと）』が要件です。
（企業の場合）
生産性＝営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課

雇用保険被保険者数

65歳超雇用推進助成金のご案内65歳超雇用推進助成金のご案内

お問合わせや申請は、下記福岡支部まで
お願いします。そのほかに必要な条件、
要件等もございますので、詳しくはホー
ムページ（http://www.jeed.or.jp）をご
覧ください。

６５歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年の引上げ、定年の
定めの廃止、希望者全員を対象とする
66歳以上の継続雇用制度の導入のい
ずれかの措置を実施する事業主の皆様
を助成します。

主な支給要件
・労働協約または就業規則で定めている
定年年齢等を、過去最高を上回る年齢
に引上げること

・定年の引上げ等の実施に対して、専門
家へ委託費等の経費の支出があること。
また、改正後の就業規則を労働基準監
督署へ届け出ること

・１年以上継続して雇用されている60歳
以上の雇用保険被保険者が１人以上い
ること

・高年齢者雇用推進者の選任及び高年齢
者雇用管理に関する措置（※1）の実施

支給額
・定年の引上げ等の措置の内容、60歳
以上の被保険者数、定年等の引上げ年
数に応じて 5万円から160万円（ただし
１事業主あたり（企業単位）1回限り）

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 
高年齢者の雇用管理制度を整備するた
めの措置（高年齢者雇用管理整備措置）
を実施した事業主の皆様を助成します。
平成31年4月1日より開始した新しい
コースです。

措置（注1）の内容
①高年齢者の能力開発、能力評価、賃
金体系、労働時間等の雇用管理制度
の見直しもしくは導入
②法定の健康診断以外の健康管理制度
（人間ドックまたは生活習慣病予防検
診）の導入

（注1）措置は、55歳以上の高年齢者を対象として
労働協約または就業規則に規定し、1人以上の支給
対象被保険者に実施・適用することが必要。

支給額
支給対象経費（注2）の 60%《75%》、ただ
し中小企業事業主以外は45%《60%》
（注2）措置の実施に必要な専門家への委託費、コン
サルタントとの相談経費（経費の額に関わらず、初
回の申請に限り30万円の費用を要したものとみな
します。）

【《 》内は生産性要件（※2）を満たす場合】

高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契
約労働者を無期雇用労働者に転換した
事業主の皆様を助成します。

申請の流れ
①高年齢者雇用推進者の選任及び高年
齢者雇用管理に関する措置（※1）を実施
し、無期雇用転換制度を整備
②転換計画の作成、機構への計画申請
③転換の実施後6ヶ月分の賃金を支給
④機構への支給申請

支給額
・対象労働者１人につき48万円
（中小企業事業主以外は38万円）
・生産性要件（※2）を満たす場合には対象
労働者1人につき60万円
（中小企業事業主以外は48万円）

独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用支援機構
福岡支部　高齢・障害者業務課
TEL：0 9 2－7 1 8－1 3 1 0

その他の軽減税率
制度について知りたい方

「3」

帳簿・請求書などの
書き方が知りたい方

「2」

軽減税率が適用される
品目が知りたい方

「1」

消費税軽減税率電話相談センター
（軽減コールセンター）

0120ー 205ー 553【受付時間】9：00～17：00（土日祝除く。）
※令和元年9月及び10月は土曜日も受け付けています。

消費税の軽減税率制度に関する一般的なご質問やご相談を受け付けています。
音声ガイダンスに沿ってお知りになりたい内容の番号を選択してください。

税務署での面接による個別相談（関係書類等により具体的な事実等を確認させていただく必要のある相談）を希望さ
れる方は、あらかじめ電話により面接日時等を予約していただくこととしておりますので、ご協力をお
願いします。ご予約の際は、最寄りの税務署にお電話いただき、音声ガイダンスに沿って「2」を選択
してください。

軽減税率制度に関する情報については、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）の特設サイト「消費税の軽
減税率制度について」をご覧ください。

消費税価格転嫁等総合相談センター（総合相談センター）

7月22日からフリーダイヤル スタート! !
総合相談センターは、内閣府が設置している政府共通の相談窓口です。

〇転嫁に関するお問い合わせ 〇広告・宣伝に関するお問い合わせ
〇消費税の総額表示に関するお問い合わせ 〇便乗値上げに関するお問い合わせ
〇軽減税率に関するお問い合わせ 〇価格設定ガイドラインに関するお問い合わせ

総合相談センターでは、以下のような相談を受け付けています。

消費税価格転嫁等対策に関する情報については、以下の内閣府ホームページ 「消費税価格転嫁等対策」
をご覧ください。URL　https ://www.cao.go. jp/tenkata isaku/ index.html

メール（ホームページ上の専用フォーム）
URL　https://www.tenkasoudan.go.jp/（24時間受付）

●ナビダイヤル（通話料金がかかります。）●● IP電話を含む固定電話からおかけの場合●

0120ー200ー040 0570ー200ー123
受付時間：9時～17時（土日祝日・年末年始を除く）令和元年9月・10月の土曜日も受付

QRコードから
特設サイトへ

〈令和元年８月〉国税庁
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〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

高年齢者雇用管理に関する措置（※1）とは
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等、(b)作業施
設・方法の改善、(c)健康管理、安全衛生の配慮、(d)職域の拡大、
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進 (f) 賃金体系の見直し、
(g)勤務時間制度の弾力化のいずれか

生産性要件（※2）とは、『助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産
性」が、その3年度前に比べて6％以上伸びていること（生産性要件の算定対象と
なった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないこと）』が要件です。
（企業の場合）
生産性＝営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課

雇用保険被保険者数

65歳超雇用推進助成金のご案内65歳超雇用推進助成金のご案内

お問合わせや申請は、下記福岡支部まで
お願いします。そのほかに必要な条件、
要件等もございますので、詳しくはホー
ムページ（http://www.jeed.or.jp）をご
覧ください。

６５歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年の引上げ、定年の
定めの廃止、希望者全員を対象とする
66歳以上の継続雇用制度の導入のい
ずれかの措置を実施する事業主の皆様
を助成します。

主な支給要件
・労働協約または就業規則で定めている
定年年齢等を、過去最高を上回る年齢
に引上げること

・定年の引上げ等の実施に対して、専門
家へ委託費等の経費の支出があること。
また、改正後の就業規則を労働基準監
督署へ届け出ること

・１年以上継続して雇用されている60歳
以上の雇用保険被保険者が１人以上い
ること

・高年齢者雇用推進者の選任及び高年齢
者雇用管理に関する措置（※1）の実施

支給額
・定年の引上げ等の措置の内容、60歳
以上の被保険者数、定年等の引上げ年
数に応じて 5万円から160万円（ただし
１事業主あたり（企業単位）1回限り）

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 
高年齢者の雇用管理制度を整備するた
めの措置（高年齢者雇用管理整備措置）
を実施した事業主の皆様を助成します。
平成31年4月1日より開始した新しい
コースです。

措置（注1）の内容
①高年齢者の能力開発、能力評価、賃
金体系、労働時間等の雇用管理制度
の見直しもしくは導入
②法定の健康診断以外の健康管理制度
（人間ドックまたは生活習慣病予防検
診）の導入

（注1）措置は、55歳以上の高年齢者を対象として
労働協約または就業規則に規定し、1人以上の支給
対象被保険者に実施・適用することが必要。

支給額
支給対象経費（注2）の 60%《75%》、ただ
し中小企業事業主以外は45%《60%》
（注2）措置の実施に必要な専門家への委託費、コン
サルタントとの相談経費（経費の額に関わらず、初
回の申請に限り30万円の費用を要したものとみな
します。）

【《 》内は生産性要件（※2）を満たす場合】

高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契
約労働者を無期雇用労働者に転換した
事業主の皆様を助成します。

申請の流れ
①高年齢者雇用推進者の選任及び高年
齢者雇用管理に関する措置（※1）を実施
し、無期雇用転換制度を整備
②転換計画の作成、機構への計画申請
③転換の実施後6ヶ月分の賃金を支給
④機構への支給申請

支給額
・対象労働者１人につき48万円
（中小企業事業主以外は38万円）
・生産性要件（※2）を満たす場合には対象
労働者1人につき60万円
（中小企業事業主以外は48万円）

独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用支援機構
福岡支部　高齢・障害者業務課
TEL：0 9 2－7 1 8－1 3 1 0

その他の軽減税率
制度について知りたい方

「3」

帳簿・請求書などの
書き方が知りたい方

「2」

軽減税率が適用される
品目が知りたい方

「1」

消費税軽減税率電話相談センター
（軽減コールセンター）

0120ー 205ー 553【受付時間】9：00～17：00（土日祝除く。）
※令和元年9月及び10月は土曜日も受け付けています。

消費税の軽減税率制度に関する一般的なご質問やご相談を受け付けています。
音声ガイダンスに沿ってお知りになりたい内容の番号を選択してください。

税務署での面接による個別相談（関係書類等により具体的な事実等を確認させていただく必要のある相談）を希望さ
れる方は、あらかじめ電話により面接日時等を予約していただくこととしておりますので、ご協力をお
願いします。ご予約の際は、最寄りの税務署にお電話いただき、音声ガイダンスに沿って「2」を選択
してください。

軽減税率制度に関する情報については、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）の特設サイト「消費税の軽
減税率制度について」をご覧ください。

消費税価格転嫁等総合相談センター（総合相談センター）

7月22日からフリーダイヤル スタート! !
総合相談センターは、内閣府が設置している政府共通の相談窓口です。

〇転嫁に関するお問い合わせ 〇広告・宣伝に関するお問い合わせ
〇消費税の総額表示に関するお問い合わせ 〇便乗値上げに関するお問い合わせ
〇軽減税率に関するお問い合わせ 〇価格設定ガイドラインに関するお問い合わせ

総合相談センターでは、以下のような相談を受け付けています。

消費税価格転嫁等対策に関する情報については、以下の内閣府ホームページ 「消費税価格転嫁等対策」
をご覧ください。URL　https ://www.cao.go. jp/tenkata isaku/ index.html

メール（ホームページ上の専用フォーム）
URL　https://www.tenkasoudan.go.jp/（24時間受付）
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コイル式熱交換器 Uチューブ式熱交換器 チタン加工部品

ラインミキサー インペラー ボールバルブ

ジャケット式タンク 真空チャンバー スクリューフィーダー
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